
一
頁

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）

抜
粋

（
定
義
等
）

第
二
条

電
波
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
別
に
規
定
せ
ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も

の
と
す
る
。

一
〜
六
十
二

（
省
略
）

六
十
三
号

「
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
」
と
は
、
必
要
周
波
数
帯
外
に
お
け
る
一
又
は
二
以
上
の
周
波
数
の
電
波
の
発
射
で
あ

つ
て
、
そ
の
レ
ベ
ル
を
情
報
の
伝
送
に
影
響
を
与
え
な
い
で
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
い
、
高
調
波
発
射
、

低
調
波
発
射
、
寄
生
発
射
及
び
相
互
変
調
積
を
含
み
、
帯
域
外
発
射
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

六
十
三
の
二

「
帯
域
外
発
射
」
と
は
、
必
要
周
波
数
帯
に
近
接
す
る
周
波
数
の
電
波
の
発
射
で
情
報
の
伝
送
の
た
め
の

変
調
の
過
程
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
を
い
う
。

六
十
三
の
三

「
不
要
発
射
」
と
は
、
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
及
び
帯
域
外
発
射
を
い
う
。

「

」

、

。

六
十
三
の
四

ス
プ
リ
ア
ス
領
域

と
は

帯
域
外
領
域
の
外
側
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
が
支
配
的
な
周
波
数
帯
を
い
う

六
十
三
の
五

「
帯
域
外
領
域
」
と
は
、
必
要
周
波
数
帯
の
外
側
の
帯
域
外
発
射
が
支
配
的
な
周
波
数
帯
を
い
う
。

六
十
四
〜
九
十
三

（
省
略
）


